
�愛媛県選挙管理委員会告示第３２号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及び第４

項第２号（他の法令において準用され、又は例によることとされて

いる場合を含む。）の規定により不在者投票のできる施設として指

定したもののうち、次の施設についてその指定を取り消した。

平成２１年８月１８日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３３号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及び第４

項第２号（他の法令において準用され、又は例によることとされて

いる場合を含む。）の規定により、次の施設を不在者投票のできる

施設として指定した。

平成２１年８月１８日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３４号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及び第４

項第２号（他の法令において準用され、又は例によることとされて

いる場合を含む。）の規定により不在者投票のできる施設として指

定したもののうち、西予市特別養護老人ホームあけはま荘について、

次のとおり名称の変更があった。

平成２１年８月１８日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健
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施設の種類 施設の名称 所 在 地

病院
社会福祉法人恩
賜財団済生会小
田病院

喜多郡内子町小田１３０番地

施設の種類 施設の名称 所 在 地

有料老人ホーム ウェルフェア五
反田 八幡浜市五反田１番耕地１０６番地

施設の
種 類 施設の名称 所 在 地

特別養
護老人
ホーム

新 特別養護老人ホームあけ
はま荘 西予市明浜町狩浜２番耕地１１

７７番地
旧 西予市特別養護老人ホー

ムあけはま荘
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